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狭い範囲にとどまり、集権的指導者が開明的でな

いとすれば、「集権制の利点」が働き得る空間も

また狭いのである。いいかえると、意志決定の主

体が集権化され、かつ集権を得た当該主体が開明

的でないとすると、「権力の配分」に伴って「厚

生の配分」もまた集中的になるほかない。そうし

た配分のシステムのもとで「集権制の利点」が働

かないのはごく当然のことである。そして、その

ような「政治」と「経済」の配分の働きは明らか

に「経済」の範疇ではなく、「政治」に属する。

本稿でわれわれが体制移行国の環境問題を考察す

る場合、どうしても政治の視点（「環境政治学」

の視点）が不可欠であると主張する理由である。

したがって、現状が一党支配体制にある中国の

ような場合、そのもとで環境問題（外部不経済）

を内部化し持続可能な発展経路を適切に設計する

には何が必要なのかを、そうした視点に立って、

あらためて考察する必要が存在する。

そうした問題意識を、本稿において、われわれ

は「環境クズネッツ曲線」の成立、すなわち「経

済が発展し所得水準が上昇していくにしたがって

環境の質的変化が起こり、改善の方向へ向かうと

いう傾向」が成立するためには何が必要なのかを

考えるという問題設定をとおして、分析を試みる

こととした。

いいかえて表現すれば、「（権力が集中した）政

府の国民に対する環境責任」の在り方であり、

（従来の環境問題への接近が「環境工学」であり

「環境経済学」であるとすれば）中国の体制移行

と発展には「環境政治学」の視点が不可欠である

という主張にほかならない。本稿の目的は、そう

した「環境政治学」の主張を、「環境クズネッツ

曲線」の憲政的基礎の模索をとおして、そしてそ

のための有効な「示唆」を求める目的で、住民運

動を類型化し分析を加えることによって、明らか

にすることである。

はじめに

先に述べたとおり、われわれは現在、現代中国

の体制移行と発展に伴う諸問題を、国際的ならび

に学際的とりわけ政治経済学的な視点から分析し

てみることを行っている（陳雲・森田憲

（2009d、１頁）。それは体制移行と発展の中国モ

デルと密接に関わっている諸問題を分析対象とし

ており、たとえば、陳雲・森田憲（2009a）では

中国開発モデルにおける制度変遷のメカニズム

を、陳雲・森田憲（2009b）では同じく中国開発

モデルにおける成長の共有の問題をあつかってい

る。また、森田憲・陳雲（2009b）では（中国の）

長江デルタ地域と（日本の）中国地方の地域統合

を、森田憲・陳雲（2009c）では、中国の開発モ

デルの発展が国際関係とりわけ対米関係の視点か

らどのような展望をもって捉えるのが適切なの

か、をあつかっている。

さて、先にわれわれは、陳雲・森田憲（2009d）

において、中国における開発モデルの経路の相違

に着目し、上海モデルと浙江モデルをとりあげ、

その循環経済の相違の分析を試みた。そして同論

文（2009d）の末尾においてふれたとおり、中国

が環境問題に適切に対処していくためには、狭い

国民参加の空間を拡大していくことが不可欠であ

り、そうした政策課題誘導型の体制移行を「内的

体制移行」とよんだ。また「国民参加の空間の拡

大」とは「民主化」のプロセスにほかならないが、

同時に「良い民主主義」の実現には「成長の共有」

が不可欠であることを述べた。

だが、従来の一党支配体制の経緯をふり返って

みるまでもなく、国民参加のごく狭い空間のもと

で（Grossmanのいわゆる）「集権制の利点」が働

いた証拠を見い出すのは難しい。むしろ大多数は

（反対の）いわば「集権制の不利益」が働いたと

理解すべきものであろう。国民参加の空間がごく

中国の環境ガバナンスにおける住民運動の類型化と示唆：
「環境クズネッツ曲線」の憲政的基礎（＊）
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環境問題の解決には、おおむねふたつの課題が

重要である。すなわち、（1）インセンティブの課

題、および（2）省エネ・汚染処理能力向上の課

題、である。「環境工学」は環境問題の技術的側

面の解決策という意味で、「処理能力の向上」に

貢献したし、また「環境経済学」は、環境税等経

済的手法を導入して企業および国民の環境責任を

促し、（技術的側面では解決できない）「負の外部

性」の内部化に一定の成功を収めた（すなわち、

企業および国民に対してインセンティブを与える

ことに貢献した）といってよい。

しかしそれでは、政府の国民に対する環境責任

をいったいどのように促すことができるのか。そ

れは「環境工学」および「環境経済学」の射程距

離をこえてしまい、現状では「ブラックボックス」

に入ったままの問題であるといわなくてはならな

い。

「環境権」の主張および政府の国民に対する環

境責任の明確化は、「立憲政治」の存在なしでは

解決できない。「環境政治学」とは、政府の環境

責任を環境ガバナンスに埋め込む目的で考察され

るべきものである。実際、体制移行国では、その

意味での「環境政治学」の視点を提唱すべき大き

な余地が存在している。「環境政治学」の視点を

欠いた単なる技術導入や経済的手段では、根本的

な環境改善は望めない（第１図参照）。

以下、本稿は次のような構成ですすめられる。

第１節は、環境クズネッツ曲線と東アジアモデル

との関わり、すなわち環境クズネッツ曲線の逆Ｕ

字型の形状がどのような条件のもとで出現するの

かを模索することにあてられる。そして第２節は、

市民参加と住民運動との相互作用について検討す

ることにあてられ、第３節は環境ガバナンスにお

ける住民運動の現状の模索、すなわち住民運動の

類型を４種類に分けて分析を試みることにあてら

れる。そして最終節（おわりに）で、簡単に結論

が述べられる。

１．環境クズネッツ曲線と東アジアモデル

環境問題の研究の経緯をたどってみると、まず、

環境の技術的側面を捉えた「環境工学」の分析が

発展し、次いで、環境の経済的側面を捉えた「環

境経済学」の視点からの分析が発展したというこ

とができるだろう。

だが、中国のような体制移行国にとって、大き

な意義をもつのはむしろ「環境政治学」とよぶべ

き視点のように思われる。なぜなら、環境ガバナ

ンスと立憲政治とは密接な関連を有するからであ

り、実際、憲政的基礎を外した場合、「環境クズ

ネッツ曲線」は成立し得ないように思われるから

である。

第１図　環境問題研究の視点の変遷：三つのステップ

出所：筆者作成。
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１－２．東アジアモデルと立憲体制

東アジアモデルの特徴のひとつは「賢明権威主

義」である。そしてその判別の「鍵」は、前期で

は「成長の共有」であり、後期では「体制の平和

的移行の実現」である１。そうした「鍵」の実現

を可能にさせた行為主体は、開明的指導者および

技術官僚グループの存在、また有益な公共政策を

生み出し得た大量の中産階級の存在等である。

それでは、立憲体制はどのような役割をはたし

たのだろうか。

台湾の事例をみると、蒋介石、蒋経国時代の台

湾はいうまでもなく権威主義であり、民主主義国

家ではなかった２。しかし1949年以降の台湾には、

「中華民国憲法」が存在している（当該憲法は

1945年に中国大陸で作成されたが、内戦のために

実行し得る環境になかった。その後国民党軍の敗

退とともに、台湾へもち込まれたのである）。「中

華民国憲法」のうち、「五権分立」（横の権力関係

についての規定であり、行政院、立法院、裁判院

のほか、監察院および考試院を併設している）と

「地方自治」（縦の中央地方関係についての規定で

あって、台湾では1950年代以降、「県以下の地方

自治ならびに地方政府の首長の直接選挙」が実際

に行われている）の精神が盛り込まれ、近代憲法

の基本的要素が揃っているといえる。しかし実際

には、冷戦構造のなかにあって、蒋介石を中心と

した指導層は国民の政治参加の権限をかなり制約

している。それにしても、（制約付きでありなが

ら）地方自治の実施は地方エリートの人たちの支

持を得ることに成功した。そして、（同じく1950

年代初期に行われた）土地改革の成功は台湾農民

層の支持を得ることに成功した。われわれは、（1）

「地方自治」と（2）「土地改革」および（3）「技

術官僚治国」を目ざす「党務改造」（1950年代初

期に行われた）を「台湾型賢明権威主義」の三本

柱であると考えている。そして「賢明権威主義」

の「賢明さ」とは、「憲政の根本」（すなわち国民

権利の保障と権力の制約）を見失うことのない統

治ガバナンスの構築にあると考えている。

１－３．環境クズネッツ曲線と立憲体制

従来、環境クズネッツ曲線３（逆Ｕ字型曲線）

の後半部分すなわち環境改善現象がなぜ出現する

のかという点に関しては、さまざまな説が存在し

ている。例えば、経済の規模効果（scale effect）、

構造変化効果（structure effect）、良好な環境に対

するニーズの高まりおよび政府の環境規制政策等

である。

本稿におけるわれわれの主張は、環境クズネッ

ツ曲線が成り立つためには制度的条件が不可欠だ

というものである。そしてまた、この制度的条件

は、諸条件のなかで最も重要な条件であり、前述

したさまざまな「解釈」の条件を形成するもので

もある。いうまでもなく、当該制度は、民主主義

制度（立憲体制）をさしている。なぜなら、環境

問題は「民生問題」の代表的なものであって、住

民に対する十分な責任がなければ明らかに解決で

きない。環境の側面における「日本モデル」

（1960年代高度成長期の日本は、「公害大国」の悪

名をこうむった。公害訴訟に悩まされた日本は

1970年に「公害国会」を開き、10数にのぼる環境

関連の法律を定め、環境問題に積極的に取り組ん

だのである。そうした積極的な対応の結果、1970

年以降、急速に環境改善現象が現れることとなっ

た）は、「環境クズネッツ曲線」の格好の事例で

あるといえる４（第２図参照）。むろん他の先進工

業諸国においても「環境クズネッツ曲線」の形状

が観察され、そうした国ぐににみられる共通の特

徴は、立憲政治の存在である。

「東アジアモデル」の諸国すなわち台湾と韓国

でもまた、日本のあとを追う形での興味深い変化

がみられる。1980年代末の台湾では、環境紛争事

件が多発している５。1988年前後にみられる台湾

の民主化への移行は、その抜本的解決策であると

解釈され得る。そして、21世紀に入って以降の韓

国における清渓川復元事業をめぐる政府・住民間

の相互の行動は、民主的な体制のもとで展開され

たものである。人間と自然の調和関係の復興を目

ざす清渓川復元事業は、「立憲政治」の成功事例

として多大な示唆を世に残したといってよい６

（第２図参照）。

１－４．環境ガバナンスにおける中国開発モデ

ル７の行方

中国は、東アジアモデルの仲間入りをはたすこ
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のである）８。

国民党と共産党の双方から「国父」とよばれる

孫文の三民主義にもとづいて作成された「中華民

国憲法」の精神が、いつか中華人民共和国で開花

することを期待したいと思う。

本稿は、そうした背景のもとで、事例研究を中

心に、中国の環境ガバナンスにおける住民運動の

パターンを分類し、それぞれの事例に存在する重

要な示唆の摘出を試みる。なぜそうしたアプロー

チが必要かというと、中国の環境ガバナンスの将

来性をみすえるには、むろんこれまでの体制的特

徴による「一般性」に着目することは必要なのだ

が、それだけでは変化の兆しをみつけられないか

らである。実際、広大な中国では常に多種多様な

「地域性」が並存しており、地域開発の遅速、歴

史的・文化的特徴、入植的要因等がそれぞれ「地

域性」の形成に影響をおよぼす。そして、こうし

た各地域それぞれのユニークな展開を適切に捉え

ることは、大きな将来性を秘めているように思わ

れるからである。中国の体制移行における漸進的

改革のプロセスはそのことを物語っている（第３

図）。

２．市民参加と住民運動との相互作用

まず、市民参加と住民運動の区別を以下のよう

に考えよう。市民参加とは制度内の参加を意味す

るのに対して、住民運動とは制度内の参加が制約

された状況のもとで起きる現象であり、中国憲法

とができるのだろうか。

1978年の改革開放政策以降、 小平が切り開

いた新しい局面を分析してみると、「賢明権威主

義」の諸要素が見当たらないわけではないが、立

憲体制という土台が形成されているとはいえな

い。そして、改革開放後30年を経過した現在の時

点でもなお、格差、環境等に示される民生問題が

噴出しており、依然として収まる気配は存在しな

い。

権威主義開発体制下の「政府主導」方式は、原

則として効率を高めるものと思われる。だが、環

境ガバナンスにおいては、まず「インセンティブ」

の問題が立ちはだかるだろう。権威主義開発体制

であるため、地方政府の官僚は原則として住民に

よって選出されるわけではなく、上級政府（党指

導部）によって任命される。このような制度規定

のもとで、地方官僚は当然上級政府に対して責任

をもつ仕組みができ上がっている。

しかし、環境問題のような「地域」に限定され

る性質の問題および「開発主義」との間の両立が

難しい問題に対して、上級政府まで問題の深刻さ

が伝導されていくには多くの時間がかかり、かつ

常にさまざまな障害が存在する。したがって、地

方の環境行政における「住民不在」の状況は、中

国地方政府における環境政策の最も深刻な問題で

あるといわざるを得ない。（なお、「市民参加のメ

カニズム」には、「地方政府の首長および議員に

対する直接選挙権」、「政府の情報公開」、「NGO

活動の支援」等多種多様な内容が含まれるべきも

第２図　環境クズネッツ曲線と東アジアモデル：立憲体制の役割

出所：筆者作成。
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に保障されている「デモ・集会・抵抗の権利」に

属する性質の権利である。

第４図は、市民参加と住民運動との間の相互作

用を示している。また、市民参加のルーツは三つ

の層からなると考えられる。それら三者間はそれ

ぞれベース作り、過程参加および事後救済といい、

相互に深くかかわる制度的仕組みにほかならな

い。立憲体制のもとで、住民運動は市民参加の補

完的な役割をはたし、体制内の市民参加と体制外

の住民運動はリンクされることとなる。

ところで、体制移行期にある中国では、住民運

動に関わる特徴が異なっている。具体的には、次

のとおりである。すなわち、（1）権威主義体制で

あるため、体制内における「市民参加」の三つの

ルーツはかなり制約されているのが現状である。

（2）体制外の「住民参加」の体制内への影響は限

られており、したがって、環境ガバナンスの損失

が大きい（環境の悪化ならびに国民厚生の損失が

その結果である）。（3）上記第２の原因によって、

体制外の「住民参加」は「暴力対抗型」に発展す

第３図　中国の漸進的改革のプロセス：一般性と地域性の相互作用

出所：筆者作成。

第４図　市民参加と住民運動との相互作用

出所：筆者作成。
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って行われる）。地方自治は「村」に限定されて

おり、しかも事務権は不定、財政権は存在せず、

人事権もまた「五分」しかない（なぜなら、村に

は村長のほかに、上級政府によって任命される党

書記が就いている。そして実際には党書記の権威

の方が村長より高いことはアンケート調査によっ

て明らかである―陳雲（2009、Chap.4）―た

め、まだ真の地方自治にはほど遠いのが現状であ

る。

いうまでもなく、直接選挙権は立憲政治が保障

するものだから、中国の政治体制の進化とは結局

のところ立憲政治の確立にほかならない。

現在、中国の政治学者の間では、「協商式民主」10

に興味を示す人びとが多い。しかしわれわれには、

欧米の政治学者が唱える「協商式民主」は自由主

義および民主主義の補完としての価値は認められ

るものの、中国のような民主主義の基礎もしっか

り確立されていない国では、「協商式民主」に執

拗にこだわることは贅沢すぎるのみでなく、物事

の基本を混乱させてしまう恐れがあるように思わ

れる。中国にとって肝要なのは、あくまでも立憲

政治（その根本は選挙権である）の確立であって、

そうした基本から離れて「協商式民主」を声高に

主張することは明らかに有害である。なぜなら、

周知のとおり、中国の現制度では、人民代表大会

制度と並行して、「政治協商会議」という組織が

存在しており、「協商式民主」の主張は現制度を

拡張すれば問題が解消するような錯覚を、人びと

に、与えかねないからである。

市民社会の発言空間の欠落は選挙権の欠落に由

来するものであり、この欠落の回復なしでは、

「協商式民主」云々の主張は全く無意味である。

２－２．立法府および行政府の政策決定過程へ

の参加

立法府および行政府の政策決定過程への、しば

しばみられる、参加の形式としては、例えば「公

聴会」が挙げられる。公聴会は立法府主催のもの

と行政府主催のものに分けられる。前者は立法の

ための準備段階とみなされるが、後者は具体的な

政策の策定において、利害関係者としての人びと

の意見を聞く過程である。しかし、中国の場合に

は、「公聴会」といえば行政府が主催するものと

る傾向が認められる（とりわけ農村地域で多発し

ている）。中国の膨大な農村人口および面積を考

慮すれば、状況は深刻であるといわざるを得な

い。

中国版漸進的改革路線の成功は、体制内の力と

体制外の力の対話の継続を前提としているといっ

てよい。しかし、中国住民の環境運動の特徴に鑑

みて、現状から判断してみると、必ずしも楽観を

許す状況にはないように思われる。

体制移行諸国はいずれも、結局のところ、「制

度の進化」に帰結を求めるほかない。そうした意

味で、本節の以下では、体制内における市民参加

の三つのルーツに照らして、中国の制度の現状分

析を試みることとする。

２－１．直接選挙権の行使

世界で最も多く採用されている議院内閣制の事

例を検討してみると、国民の選挙権行使は、国政

選挙による国会議員の選出と、地方自治法に定め

られる地方自治体の首長および地方議員の選出に

分けることができる。

国政選挙が国の立法活動に国民の影響力を行使

する有力な手立てであるのに対して、地方選挙は

住民の身の回りの生活課題に対処する政策が住民

参加のもとで作られることに大きな意義が存在す

る。地方自治制度にしても、それは「代表制」だ

が、「直接請求権」などの存在によって、

Rousseauが主張する「直接民主」の面影が残って

いるといってよい９。

地方自治体の広がりが一定の範囲に収まり、そ

れによって、地域の情報が十分に行き渡ることに

よって、「情報の対称性」の実現が望めるように

なる。「情報の対称性」は、住民参加の意欲を高

め、また地方政治・地方行政を有効に監督する上

で不可欠の条件でもある。そして「地域の範囲」

としては、実際の面積や人口とは別に、「感じら

れる範囲」が存在する。いわば、「電子政府」の

ようなハードな技術的手段の応用や、制度・文化

等に代表されるソフトな側面が影響を与えること

によって存在し得る範囲である。

中国の場合には、人民代表（議員）の直接選挙

は県およびそれ以下の地域に限られている（それ

以上の代表選挙は、下級代表による間接選挙によ
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決まっている。議会に該当する人民代表大会は有

効に機能せず、行政府（党指導部）のいいなりに

なっているのが現状である。

そして、この行政府主催の公聴会は、権威主義

的なものといわざるを得ない。いわば当面の政策

の「正しさ」に脚注を付けるような存在である。

情報公開による情報の対称性の確保、参加メンバ

ー（住民や専門家など）の代表性などがつねに問

題となり、行政府に有利な「公聴会作り」がつづ

くなかで、民衆はおおむねそれに対する興味を失

っているのが現状である（公聴会があってもなく

ても、結果は変わらない）。制度の空洞化が起き

ているといってよい。

いうまでもなく、電子政府が勃興しているなか

にあって、「24時間、365日、ノンストップ」な政

府運営ができるようになり、立法府および行政府

の政策決定過程への参加の土台はかなり拡張され

てきている。先進諸国では、バーチャル空間を利

用する市民掲示板、投票なども活用されている11。

２－３．司法救済

司法救済はすでに政策の効果が現れた後の市民

参加の手段である。

具体的にいえば、不利益あるいは被害を受けた

市民が裁判所に訴えることを示している。むろん、

立法府および行政府と独立して機能する「司法機

関」（裁判所、検察機関等）の存在が前提であっ

て、チェック・エンド・バランス原理が司法救済

の基礎となる。

中国の政治制度は「党国」といわれるとおり、

中国共産党の各組織への浸透は「全方位的」であ

る。「党の一元化指導」は、チェック・エンド・

バランス原理と真っ向から対立するものといわざ

るを得ない。したがって、「司法の独立」は至難

の業である。それでは、中国においてどのような

司法救済制度が存在するのだろうか。「中国特色

の救済制度」において、以下のふたつのディレン

マをみておくこととする。

（1）第１は、「司法独立」のディレンマである。

現実の司法の腐敗が深刻化するなかで、党書記や

人民代表による「個別案件への介入」は、司法救

済機能不全のために行われる「救済行為」とみな

され、常態化している12。司法の独立を事実上妨

害するこのような「介入」のそもそものきっかけ

は、世論の司法不信の高まり（とりわけインター

ネットなどをつうじて）、当事者たちの司法判決

の結果に対する不満、次に述べる「信訪制度」を

利用して「介入」を求めた（権威主義体制のもと

で、司法より高い「権威」が存在することは民衆

にもよくわかっている）等さまざまである。だが、

われわれには、そうした背景として、多発した司

法腐敗事件が裁判所の威信を低下させたことこそ

着目すべきものと思われる。すなわち、単純に行

政権、立法権および党指導部が「司法の独立」を

妨げていると考えるのではなく、現行の「官僚組

織」の一部を構成する司法機関自身もまた体制的

特徴（例えば腐敗）に染まっていると理解すべき

ものである。中国の「司法独立」は明らかにディ

レンマに陥っている。

（2）第２は、「信訪制度」のディレンマである。

具体的政策の不利益あるいは被害を受けた国民

は、「信訪制度」13を利用することが可能である。

「信訪制度」の窓口は、人民代表大会、行政府各

部局および裁判所等すべての政府機関に置かれて

いるが、この窓口自体は政策手段の是正に何らか

の権限があるわけではなく、あくまでも「事務係」

の役割にすぎない。したがって、政府各部局が引

き起した摩擦が、この「苦情申し立て」のルート

をつうじて解決される可能性は小さい―チェッ

ク・エンド・バランス原理とは正反対で、「信訪

制度」は政府機関それぞれの自己反省に期待する

制度といわざるを得ない。

現実に、「信訪制度」はほとんど機能せず、「上

訪」現象が一般化した。上訪とは、各政府部門に

訴えても解決を得られない人びとが、「越級」し

て上級政府へ訴える行為をさす。上級政府の窓口

にも失望した人びとはさらに上級政府へ、そして

さらに上級政府へ…このような行為が繰り返され

ると、いずれは皆中央政府へ訴えることとなる。

全国から殺到する「上訪」民衆が訴える案件は、

とても中央政府の手におえない膨大な数にのぼる

（国家信訪局および最高裁、全人代の信訪事務所

の周辺に、「上訪村」ができ上っている。最盛期

の2003年ごろには３万人も「上訪村」に集まった

といわれる。上訪歴の長い人は、30年もこの地に

住みつづけ、上訪活動をつづけてきた）。苦情の

申し立てを受けた中央政府の当該部門は、関係す
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によって、質的変換が現れる側面がある―とり

わけ公有制経済（集団所有経済と国有経済）の後

退と民有経済の躍進が顕著である。中国の政策決

定における市民参加権の拡大においても、同様な

側面が認められることを期待したい。

本節では、中国の環境ガバナンスにおける住民

運動の類型を以下の４種類に分けて分析を試み

る。すなわち、（1）民間個人活動家型、（2）

NGO主導型、（3）社会エリート主導型、（4）民

衆群発・暴力衝突型の４種類である。第５図は

「組織度」と「知識度」というふたつの指標から、

この４つの類型を配置したものである。発展の方

向性としては、民間個人活動家型と民衆群発・暴

力衝突型には、「社会エリート」の積極的参加が

望ましい（成功の確率が高くなると同時に、暴力

衝突の可能性が低くなる。いわゆる「改良主義路

線」遂行の可能性が高まる）が、究極には

「NGO主導型」へすすむ必要があるだろう。

以下具体的な事例にそくして、それぞれの特徴

および示唆の摘出を試みることとする。

３－１．民間個人活動家型運動：「 池護衛者」

張正祥と「淮河護衛者」霍岱珊の事例15

３－１－（1）．事例

民間個人活動家型環境保護行動は、長期間にわ

たってある特定のテーマに絞るのが特徴である。

この種の行動は多くの感動を社会に与えるが、個

人の犠牲と代償が大きいのに対して、効果は必ず

しも顕著とはいえない。「 池護衛者」張正祥は

その一例である。「孤独な 池護衛者」張の誕生

地は雲南省昆明市である。1950年代以降、 池

の一部は埋め立てられ、耕地に変身した。そうし

た発想は、食料不足の時代に、全国で広く行われ

た。改革開放以降の1980年代には、地方政府の企

画で、 池周辺には大規模な工業、商業および

リゾート開発がすすめられ、 池の生態系に壊

滅的な打撃を与えた。張正祥は 池の岸辺で育

った農民であり、 池への愛着が強い。このよ

うな乱開発を看過できない張は、1994年から地方

政府および汚染企業の検挙と摘発に挑んだ―そ

の主要な手段は「上訪」（前述）である。妥協を

許さない彼は何度も報復され、右手に重症を受け、

る地方政府をよび出し、案件の見直しを指示する

だけですむ。だが一方、繰り返しよび出される地

方政府は、「中央」でのイメージが悪くなること

を恐れ、地方政府自身が立ち上げた「北京駐在所」

に、あの手この手で「上訪」人員の引き止めおよ

び地元への送還を指示する。しかし、民衆の方は

一旦強制送還されても、また地方政府の包囲網を

脱して北京にやってくる。中国政治の一大「怪現

象」である「上訪」は、現制度下の市民参加の限

界について、警鐘を鳴らしているといってよい。

以上の市民参加のそれぞれの在り方において、

根底に存在する選挙権の確立こそ最も基本的なも

のだが、残念ながら、中国の現制度のなかで最も

欠落している部分でもある。それでは、今後制度

の確立があり得るのだろうか。

制度内の市民参加が制約されている以上、制度

外の「住民運動」が盛んになるのはごく自然なこ

とだが、しかし中国の場合には統制が厳しいなか

で制度外の「住民運動」がそれほど簡単に行われ

るわけではない（デモや集会の申請が、地元の公

安部門に許可される可能性はきわめて小さい）。

抑圧された住民運動の現状を考えると、中国の実

際の住民運動に対する「ニーズ」はより深刻な状

況にあるといわざるを得まい。

以下の節では、中国の環境ガバナンスにおける

住民運動を類型化し、その将来性を探ってみるこ

ととしたい。

３．環境ガバナンスにおける住民運動の現状

環境問題は以下のふたつの特質を有する。すな

わち、（1）ハイテクという技術背景をもっている

ため、政策決定にはつねにリスクが避けられない

という性質、および（2）広範な利害の衝突とい

う背景をもっているため、政策決定において均衡

をはかる必要があるという性質である14。したが

って、環境に関する課題において、国民自らの参

加意欲が高いのはいうまでもないことであり、そ

れに答えるための制度的準備が必要となる。しか

し実際には、中国は「政府主導の環境ガバナンス」

体制を取ってきたため、市民参加の道がごく狭い

のが現状である。

そうはいっても、中国の漸進的改革の量的蓄積
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また家財もすべてなくした。張正祥は、2005年度

（第１回）「中国10大民間環境保護傑出人物」に選

ばれた。

「淮河護衛者」霍岱珊の事例は張正祥とは異な

る。1990年代末、河南省の某新聞社の写真記者で

ある霍岱珊は写真活動のなかで、当時「淮河水質

は種々の策によって環境基準を満たすようになっ

た」という地方政府による虚偽の報告を見破り、

全国的な反響をよんだ。それ以後、霍は新聞社の

仕事をやめ、淮河保護の活動に専念した。しかも

2001年には「淮河護衛者」という環境NGOを立

ち上げた。同NGOには、現在、被害者の農民か

ら大学生、弁護士を含む1,083名のボランティア

が登録されている。霍岱珊は民間環境活動家の立

場から「淮河護衛者」というNGOのリーダーに

変身したことによって、より大きな影響力を発揮

できるようになった。当時の国家環境保護総局

（現在は部に昇格）副局長潘岳は、「（「淮河護衛者」

霍岱珊は）総局が淮河現場に置いた目」だと賞賛

した。このように、中央政府省庁と地方政府との、

民間環境NGOに対する態度はきわめて対照的で

あることが明らかである。地方政府の乱開発を止

められない中央政府（特に環境保護部のような政

府機関）は明らかに、民間NGOを自らの側に立

つ組織とみなしているといってよい。

３－１－（2）．示唆

「第９次５カ年計画」（1996－2000年）の時期

から、淮河も 池も「三湖三河」（淮河、海河、

遼河、太湖、巣湖、 池）汚染根絶国家プロジ

ェクトに指定されている。張正祥と霍岱珊の事例

を比較する場合、ふたつの点に注意する必要があ

る。

（1）第１は、写真記者出身の霍岱珊自身は知

識人であり、彼自身のネットワークをつうじてよ

り多くの社会的資源を動員でき、またNGOの立

ち上げにも成功した。対照的に、農民出身の張正

祥は、故郷を愛する気持ちは霍岱珊に劣らないも

のの、一農民である彼自身の能力には限界があっ

た、ということである。

（2）第２は、霍岱珊の事例の影響力の拡大は、

淮河の地位とも関連するということである。淮河

は中国の２大大河黄河と長江の間を流れ、５つの

省（湖北、河南、安徽、江蘇、山東）をとおって

おり、流域面積は27万k㎡に達し、人口は1.6億人

にのぼる。本流の長さは1,000kmにおよび、淮河

水系の洪澤湖は、中国４大淡水湖のひとつにあげ

られている。そうした事情によって、1990年代以

降淮河流域の深刻な環境汚染は各方面の関心を集

め、とりわけ霍岱珊による「がん村」等の報道は

中国全土に衝撃を走らせた。一方、 池の面積

は298k㎡であり、12の国家リゾート観光区のひと

つにも指定されたが、1970年代から環境汚染問題

が突出し、とくに1990年代以降は汚染が加速化し

第５図　中国の環境ガバナンスにおける住民運動の類型

出所：筆者作成。
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の場合、NGOの登録はそれほど簡単に行えるわ

けではない。現行の（1998年10月25日国務院批准

の）「社会団体登録管理条例」によれば、要件と

してまず「主管部門」をみつけなければならない

ということである。この「主管部門」は、NGO

の「監督者」のような役を強いられており、権威

主義体制の本能的な反応ともいえるものである。

「主管部門」にふさわしい政府機関あるいはその

外郭団体は、そうした義務を喜んで負うわけでは

ない。日常の手間のみではなく、万一予想外の事

態が発生した場合、「主管部門」としての責任が

追及されることを恐れ、そうした申請の受け容れ

は当然回避しがちになる。

「主管部門」をみつけられないNGOは、工商

部門で「企業登録」をするしか方法がない。しか

し、「企業」扱いされる場合には、NGOとしての

種々の優遇措置を享受できないのみならず、納税

義務を負わなければならない。

中国の場合、市場経済および対外開放の両面で、

国内に生まれるNGO組織および中国に根拠地を

求め開拓しようとする国際的NGO組織が、実際

に、多数誕生した。2008年10月時点で、中国の民

間環境NGOは3,539を数える（とはいえ、内訳を

みると、－政府の外郭団体を含む－政府系NGO

がNGO全体に占める比率は、２分の１をこえて

いる。そのほかに、学生による環境保護組織が３

分の１、正真正銘の民間NGOは10分の１、国際

環境NGOの数は100未満である）17。しかし、民

政部門のほかにも、多くのNGOが「工商部門」

で企業登録されているため、中国NGO組織の本

当の数は全く把握不能である。

以下、「怒江ダム阻止事件」を事例として、中

国の環境NGOの実態をみてみることとする。

３－２－（1）．怒江ダム阻止事例：怒る怒江

怒江は中国最後の生態川（清流）といわれる。

チベット高原に源を発し、雲南省を流れたのち、

ミャンマーをとおり、インド洋に入る。2003年３

月14日、５大中央電力企業のひとつである華電グ

ループは、雲南省政府との間で、怒江水力発電に

関する意見書を交換した。同年８月12日－14日、

国家発展與改革委員会は「怒江中下流水力発電企

画報告」に関する審査会を開催し、「２ダム13階

ている。しかし、内陸の省である雲南は地域経済

が活発ではなく、したがって地方政府はGDPの上

昇と財政収入の増大に関心が強い。また同地の人

びとの大半は目の前の自分自身の収入確保に精一

杯であって、必ずしも環境に対する意識が高いと

はいえない。したがって、張正祥のような民間環

境保護活動家が世に残したのは、往々にして孤

独・悲愴な姿だけである。内陸が後塵を拝すると

いう現象がここにも現れているのである。

ところで、張正祥はその後、先に述べたとおり、

全人代、全国政治協商会議、国務院国有資産管理

監督委員会の後援のもとで、中国全土40余の中

央・省レベルの主要なメディア主催の「中国10大

民間環境保護傑出人物」に選ばれた。そのこと自

体には意味がある。いってみれば、環境ガバナン

スにおける「中央対地方」の構図を一部窺わせる

ことになったのである。中国の「国会」に該当す

る「全人代」や「政治協商会議」の出番も興味深

いものがある。「行政」へのチェック機能の「目

覚め」であると理解できるかもしれない。また、

中国のメディアも、メディア自体が多元化してい

くなかで、「第四の権力」の役割をはたそうとす

る意識を感じ取ることができる。

だが、「中国10大民間環境保護傑出人物」の選

出は2005年が第１回であり、その後行われていな

い。すなわち１回で終わったのである。もっとも

その後、一部の地方では地方政府主導の環境保護

傑出人物表彰が行われている。このような現象の

背後に隠された理由にも興味深いものがある。す

なわち、（1）第１に、環境に対する意識が浸透し

ていくなかで、地方政府も劣勢に立ちたくないた

め、とりあえずの「イメージ作戦」に乗り出した

ものと考えられる。「開発主義」をやめられない

地方政府もディレンマに突き当たる時代になった

と理解するのが妥当である。（2）第２に、地方政

府が「環境保護」においても活動の中心となった

ことは、地方政府の「強み」を示していることに

ほかならない。中国はいまや、正真正銘の「地方

の時代」になったのである。

３－２．NGO主導型住民反対運動

NGO主導の環境保護活動16は明らかに、「民間

個人活動家」より影響力が大きい。ただし、中国
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段式」開発方案をとおすこととなった。一方、国

家環境保護局は、環境アセスメントを行うために、

同じく同年９月３日および10月20日－21日の２度

にわたり、北京と昆明の２箇所で「専門家座談会」

を開いた。興味深いことに、北京の専門家たちは

皆ダム建設に反対したのに対して、地元である雲

南省の専門家たちは皆ダム建設に賛成したのであ

る。

この開発事業に対して、2003年10月１日、NGO

組織である「雲南大衆流域」は独自の調査に乗り

出し、地方政府に対してダム建設を中止するよう

に説得を試みた。また、10月25日には、別のNGO

組織「緑家園」（本部は北京である）は中国環境

文化促進大会において、62名の有識者の署名を集

め、ダム建設に強く反対する意見を表明した。そ

して11月に開催された、「第３回中米環境フォー

ラム」では、「緑家園」等NGOの尽力により、議

論は中国最後の清流である怒江を保護する方向へ

と向かうこととなった。さらに11月末、「世界河

川と人民反ダム会議」で、「緑家園」、「自然の友」

（1994年に設立された中国最初の環境NGO組織）、

「雲南大衆流域」等中国民間環境NGOが懸命のロ

ビー活動を行って、60余りの国ぐにのNGOが怒江

保護に関する共同声明を発表した。また国際連合

教育科学文化機関（UNESCO）も当該「怒江保護」

の事例に関心をもっていることを示している。さ

らにまた、2004年３月26日－29日、第５回国連公

民社会フォーラムにおいて、（前述のNGO）「緑家

園」代表は怒江保護をスピーチのテーマに取り上

げ、各国代表の支持を集めた。

そうしたNGOの積極的な活動により、中国中

央指導部は怒江ダム建設をしばらく中止するよう

指示することになった。

３－２－（2）．示唆

以上の事例をとおしてみたように、中央政府は

NGOの驚異的な動員力をあらためて認識するこ

ととなった。（とりわけ国際的な場を利用し、海

外の同志たちと手を組む戦略は巧妙だったといえ

る。「外圧」が有効に働いたのである。いうまで

もなく、その背景として、30年間におよぶ改革開

放政策による中国経済・社会のグローバル化が存

在する）。むろん、中国の政治や社会が、そうし

たNGO活動の認識に「慣れる」までにはしばら

く時間がかかるだろうが、その基本的姿勢は「敬

遠や拒否反応」から「慎重に接触すること」に変

わりつつあるものといってよい。とりわけ、国家

環境保護部のような新設の組織は、従来の開発主

義体制のもとで、冷遇されがちなため、協力者あ

るいは組織を歓迎するだろう。国家環境保護部と

環境NGOは、いわば「弱者同盟」のような関係

を築いているように思われる（そうした関係は、

先に述べた「淮河護衛者」霍岱珊の事例にも、観

察される）。

それに対して、地方政府は開発主義の主導的機

関であり、ダム建設によって地方のGDPの拡大や

地方財政の収入増大が期待され、また華電グルー

プも発電所建設によって企業利益が拡大すること

を期待している。したがって、当然のことだが、

両者は最初から同盟関係にある。実際、当該プロ

ジェクトが中止されて以降も、依然として地方政

府および華電グループの開発志向は消えていな

い。「雲南華電水電開発有限公司」は2003年に立

ち上げられ、（2009年時点で）現在もなお存続し、

ダム計画再開のためのロビー活動をつづけている

（いうまでもなく、５大中央電力企業のひとつで

ある華電グループのロビー活動能力は軽視できる

ものではない）。

この事例をとおしてみると、国家発展與改革委

員会は地方政府の同盟組織あるいは少なくとも地

方政府寄りであるようにみえる。国家発展與改革

委員会の前身は「国家計画委員会」であって、

2003年の行政機構再編で現在の組織に変更された

が、「中国版通産省」の誕生といわれた（あるい

は期待された）機関である。その主要な役割は、

いうまでもなく「産業政策」の策定にほかならな

い。とりわけ大型の国家プロジェクトの場合、国

家発展與改革委員会の同意がなければ実現は不可

能である。雲南省が存在する中国南西部地域は、

巨大な水力エネルギーを有する地域であり、かつ

中国では低開発地域に属する。水力発電所建設規

模の拡大をつうじて「西電東輸」という国家プロ

ジェクトを推進させることあるいは南西部地域の

地域振興にも有益なこと等は、明らかに国家発展

與改革委員会が怒江開発に寄せた期待であろう。

（あらためていうまでもなく、こうした国家発展

與改革委員会と国家環境保護部との関係は、「公
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着工というスケジュールとなった。

だが、着工してまもなく、中国科学院・院士で

ありアモイ大学の化学教授である趙玉芬をはじめ

とする社会エリート（専門家）たちから反対の声

があがった。PXの毒性（がんの危険性および胎

児への悪影響等）がその理由である。当該時期の

プロジェクトの立地は市の中心部と鼓浪嶋から７

キロの地点であり、新しい開発地区である「未来

海岸」住宅団地からわずか４キロしか離れていな

いという立地の状況から、危険が大きすぎると訴

えたのである。

2007年３月の全人代および全国政治協商会議の

期間中、趙玉芬は自らの全国政治協商会議委員の

立場を援用して105名の全国政治協商会議委員か

ら署名を集め、プロジェクトの移転に関する議案

を提出した。同活動を開始してからの趙玉芬は、

終始各級の地方環境保護部門および環境アセスメ

ントを担当する機構から、本来公開されるべきア

セスメントの報告書を得られなくなった。このこ

とが、一般民衆の強い不満を引き起こすこととな

り、2007年６月１日－２日のアモイ市民による

「平和的集団散歩事件」が発生した。

事件の推移を重くみたアモイ市政府は、緊急に、

「海滄PXプロジェクトはしばらく中止する」むね

の発表を行い、民衆の参加手続きに入った。「PX

についてのABC」（冊子）25万冊を無料配布し、

電話、ファックス、Email、手紙など各種手段を

用いて、市民の意見の収集にあたったのである。

2007年７月、アモイ市政府は中国環境科学院に新

たに「都市の企画に関するアセスメント」を委託

し、同年12月５日その要約版を社会に公表した。

さらにアモイ市は、12月12日と13日の２日間、市

民座談会を開催することとし、抽選で100名の代

表（うち50名は地方人民大会代表、50名は一般の

市民）を選んだ。実際の参加者は99名（一般の市

民１名が欠席）であり、参加者全員の態度表明が

行われた。発言を行った57名のうち52名は、アモ

イ市が策定した「これからの石油化学産業の発展

計画」に反対の意を表明した（このうち７名は人

民大会代表）。そして同年12月の末、福建省政府

は最終的に「アモイPXプロジェクト」の移転を

決定した19。

３－３―（2）．示唆

害問題」に対する関心が高まったころの日本の、

強力な省である－産業政策を司る－「通産省」と

新設の組織である「環境庁」との関係とパラレル

なものである）。

同時に、意見を異にする専門家たちの態度もま

た興味深いものである。北京の専門家はおおむね

客観的立場に立って、環境に対する影響の評価に

あたったのに対して、当該地域の地元の専門家は、

地方政府の開発志向に同調したのである。その理

由は、「選ばれた特定の専門家たち」だからと表

現するしかない。逆にいえば、さすがの当該地域

地元政府も、北京の専門家たちにまで事前に説得

（ないしは買収）する能力はおよんでいないもの

と思われる。

なお、こうした事例の検討の最後に付け加える

べき事柄が存在する。上記の「怒江ダム阻止事例」

で観察した中国環境NGOの成功は一般性をもつ

わけではなく、真実はむしろ逆だということであ

る。「怒江ダム阻止事例」は稀有な「成功」事例

であるため、人びとの注目を集めることとなった

といってよい。当該事例を一般化させることこそ、

中国の課題であるといえる（以下述べる「アモイ

PX事件」についても、同じことがいえる）。

３－３．社会エリート主導型反対運動18：アモ

イPX事件

３－３―（1）．事件

2007年のアモイPX事件は、ユニークな事例と

して、しばしば取り上げられる。その主たる理由

は、市民社会が自ら起こした反対活動によって地

方政府と企業に勝ち、開発プロジェクトの現地建

設を中止に追い込んだということである。これは

稀有な事例である。では、その成功の秘密は何だ

ろうか。

福建省アモイに立地される予定だったPXプロ

ジェクトの投資総額は、108億元にのぼる。2004

年２月の国務院の批准を得て立案されたものであ

る。そして、2005年７月、国家環境保護総局のア

セスメントをとおっており、さらに、2006年６月

７日、国家発展與改革委員会の審査を経て、「第

11次５カ年計画」における７大PXプロジェクト

のひとつに指定された。2006年11月に、順調に、
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2007年のアモイPX事件には、いくつかの示唆

が存在する。

第１は、社会エリート（多くは知識人）が現在

の政治体制における社会的地位を利用して、政策

決定過程に影響力をおよぼすことが観察されたと

いうことである。実際、アモイPX事件は終始

「体制内の戦い」という特徴をもち、他の環境の

事例によくみられる直接衝突が存在しなかった。

平和的な抵抗活動を指導したのは趙玉芬のような

エリートたちにほかならない。

第２は、市民の「集団散歩作戦」が成功の鍵の

一端を担ったということである。中国では、デモ

を行う場合、地元公安部門の認可が必要である。

だが、地方政府が掌握している公安部門が、この

ような自らの開発計画に反対するデモを認めるは

ずがない。申請しても無駄である。そうであるな

らば、意思表示のためには「作戦」が要る。「デ

モ」と違って、「集団散歩」にはふつう組織者も

横断幕も音声拡大の器具も存在しない。（携帯電

話による発信者不明のメールによって、集合時間

と集合場所を広く市民に知らせている）。ただい

っせいに歩くだけである。何千何万の市民の「集

団散歩」が２日間もつづけば威力を発揮し、市当

局との直接衝突も回避できる。理性と勇気に満ち

た「アモイ護衛運動」は、「ソフトなパワー」に

よって地方政府の包囲網を破ったのである。その

後、市民グループの集団散歩の知恵は各地で借用

されることとなり、次第に特殊な意味を込めた新

しい「政治用語」へと成長した。

もっとも、市民の「集団散歩作戦」の成功には

条件が要る。市民の素質（理性と勇気）が成否の

分かれ目である。この条件は沿海部大都市ではお

おむね満たされるが、後進地域（とりわけ農村地

域）で満たされることは難しい（後述の「民衆群

発・暴力衝突型反対運動」参照）。

第３は、当該地域の地元唯一の草の根環境

NGO「緑十字」の姿勢についてである。組織責

任者馬天南は、はやい時期の1999年にこのNGO

の設立を計画しているが、８年経過した2007年８

月にようやく民政部においてNGOとして登録さ

れている。この時期はちょうど「アモイ護衛戦」

の最中であった。「緑十字」の事件への関与は終

始慎重だった。市民の「集団散歩」に対する馬天

南の態度は、「不支持、不反対、不組織」という

３つの「不」であった。この態度に失望した市民

は馬天南に不満と怒りをぶつけている。だが、馬

天南は何もしなかったわけではなく、彼女は先頭

に立つことを避けたものの、「仲介役」を演じよ

うとした。例えば、専門家を招いて市民に対して

PXについての専門知識を伝授すること、PX項目

予定地の海滄地域の環境視察団を組織すること等

である。何といっても、馬天南が考える最優先事

項は、「緑十字」の「生存問題」にほかならない。

実際、「緑十字」のホームページ上に、『中国青

年報』に掲載されたPX事件に関する報道を転載

しただけで、馬天南は、関係部門から「撤去せよ、

そうでなければ、このホームページ自身を閉鎖す

る」という圧力を受けている。憂慮した馬は、

「散歩」に参加しようとする「緑十字」のメンバ

ーたちに、「緑十字」の標識を出すことなく、あ

くまでも「個人」の資格で参加するよう注意を促

している。

この事件に映された地元NGO「緑十字」の存

在はかなり無力である。「生存第一」という要請

とNGOに賦与された「使命」との間には明らか

に大きな溝が認められる。幼年期にある中国

NGOの窮境を物語るものと思われる。

第4は、地方の環境保護局の態度は中央の総局

と明らかに異なるということである。PXプロジ

ェクトの環境アセスメントは「市民参加なし」の

状況でとおされ、公表もされなかった（地元市民

はそのプロジェクトの存在すら知らなかったので

ある）。「二重指導体制」のもとで、財政面・人事

面で地方政府に頼っている各地域の環境保護局

は、地方の開発衝動に加担する役割を強いられて

いるのが現状である（報道によれば、PXプロジ

ェクトはアモイ市に毎年800億元のGDPをもたら

すと伝えられた。ちなみに2006年のアモイ市の

GDPは1,126億元である）。したがって、チェック

機能はほとんど働かない。一方、国家発展與改革

委員会は、PXプロジェクトを批准した重要な主

管部門であり、市民の反対運動には消極的な態度

をとりつづけてきた。

われわれが指摘したいのは、改善の方法は、環

境行政の財源確保および中央による垂直的指導に

一元化するのではなく、むしろその反対だという

ことである。すなわち、地方自治制度のもとで、

住民に対する「責任」が選挙権の行使をつうじて
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2001年10月、鎮政府の首長は農民たちに囲まれ、

軽傷を負うという事件が起きた。怒る一部の農民

たちはさらに園区内企業の従業員を宿舎から追い

出し、機械を破壊した。2002年、同事件の指導者

とみられた農民数人は、「社会秩序の破壊」の罪

で数カ月から３年の刑をいい渡された。

2005年３月15日、農民たちは東陽市長に面会を

求めたが、結局市の主要幹部に会えなかった（こ

の日は「市長面会の日」だったにもかかわらず、

である）。そして３月20日、農民たちは化学園区

前の主要道路に、竹で10数個の簡易テントを作り、

村の婦人たちがそこに座り込んで化学工場の車両

の出入りを阻止し、企業の撤退を要求した。また、

３月28日、鎮政府幹部たちは100余りの竹のテン

トに放火したが、のちに農民たちにより再建され

た。あるいはまた、東陽市近くの義烏21商人たち

が応援に駆けつけ、無償でパンやインスタント・

ラーメン等食料品を差し入れた。４月１日、東陽

市政府は「４つの意見」を明らかにし、化学園区

内の13企業の操業停止を決めるとともに、反対運

動側の村民にも厳しい態度に出た。鎮政府による

「全鎮人民あての公開信」において、「一部の無法

者が即時に無法な行為を止めなければ、厳しく罰

せられる」と警告した。そして、４月９日夜、警

察車・警察バス等100台余りで大量の警官を含む

人員（一説によると3,500名あまり）を現場に送

り、テントの強制撤去を開始した。しかし、応援

に駆けつける村民の数はますますふえていき、２

万－３万人にも達した。感情が昂ぶった農民たち

は投石などで警察を襲った。そして、混乱した情

勢がつづくなかで、鎮政府側の人員は撤退をはじ

めたのである（だが、撤退自体もかなり困難な状

況にあった。多くの政府側人員は制服を脱ぎ、武

器を捨てて、初めて脱出が可能となった）。

３－４―（2）．示唆

2006年から2010年の「第11次５カ年計画」では、

「省エネ・汚染削減」が、地方政府の業績を評価

する際に、「一票否決」の効果をもつようになっ

た。現在、先進地域では環境問題に対する重視が

（少なくとも口頭では）一般的になっている。

また、それまでに発生したおびただしい数の

「群発事件」において、地方政府の対応はずさん

判断される場合に、環境行政は地方行政に有機的

に組み入れられるだろうということである。「開

発」と「環境保護」の両立はすべての地方行政の

出発点になるはずである。

３－４．民衆群発・暴力衝突型抗争

浙江省は全国有数の先進地域であり、GDP成長

率および１人当りGDP成長率で全国をリードして

いる省である。1985年以降の24年間、農民の１人

当り純収入は（上海、北京を除いて）省・自治区

のなかで首位を占めてきている20。

このような成長の光の反面、影もまた存在する。

「環境リスク」というべき負の外部性の存在であ

る。しかも効果的に「内部化」させる方策が見当

たらないため、環境抗争事件が多発している。

アモイPX事件のような都市型反対運動と異な

って、以下述べる画水鎮環境抗争事件は農村地域

で起きる抗争パターンの典型的な事例と思われ

る。

３－４―（1）．画水鎮環境抗争事件

浙江省東陽市画水鎮の農民たちが訴えた抗議の

横断幕には次のように書かれている。「われわれ

の土地を返せ、われわれは生存したい；われわれ

の土地を返せ、われわれは健康に生きたい；われ

われの土地を返せ、われわれには子孫がいる；わ

れわれの土地を返せ、われわれは食糧がほしい；

われわれの土地を返せ、われわれは故郷の環境を

守りたい」。

東陽市画水鎮の人口は5.3万人であり、「歌山画

水」の美称のとおり自然豊かな里山であった。同

地は５つの行政村からなる。2001年から、鎮政府

は集団所有の農地（1,000畝－1畝は約667㎡－）

を収用し、化学工業を中心とする「竹渓工業園区」

（13企業のうち７企業は化学工業、その他は染色、

プラスチック生産関係企業）の建設をはじめた。

土地収用当初から農民たちの反発を招いたが、鎮

政府は強硬に開発を推進した。その間、化学園区

の汚染問題は深刻さを増す一方であった。風光明

媚な農村地域は、「山が青くならず、水は美しく

ならず、農地は耕作できなくなり、作物は育てら

れなくなった」という状況に一変してしまった。
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そのものといわざるを得ない。そのパターンはお

おむね次のとおりである。主要幹部が市民の前に

現れることはなく、対話を回避する。その代わり

に、上級政府に指示を仰ぐか、事態を収束させる

ために暴力機構（武装警察）を使って民衆の抗議

行動を鎮圧する。したがって、群衆の感情が刺激

され、事態がますます悪化に向かう。

2009年２月から、全国で3,080名の県公安局長

が順番に北京で特別コースを受けた（10日間、毎

回480名参加）。その中心のテーマは「群発事件」

であった。しかし、われわれの見解では、こうし

た特別コースの効果はかなり限定的である。実際、

現在の中国環境ガバナンスの問題とは、「どこに

責任が向いているか」という問題であって、いつ

までも「より上級に」責任が向いている地方官僚

たちには、市民社会の要求を真摯に聞き入れるイ

ンセンティブは存在し得ない。したがって、事件

発生への対処という以前の段階で、「地方政府の

首長や主要幹部の選任制度」にこそメスを入れる

べきものである。

なお、上記東陽市画水鎮の事例は先進農村地域

の代表的なものだが、内陸後進地域の農村部では

展開が異なる。先に述べたように、「雲南省 池

護衛者張正祥の事例」では、張正祥が孤独な状況

におかれたが、その背景にあるのは、地元住民・

農民たちのもつ環境問題への意識の（先進地域と

後進地域との間の）格差の存在である。「環境問

題を強く意識する持続可能な開発戦略」の展開の

ためには、地方政府の官僚のみならず、市民たち

もまた「啓蒙」の対象として取り上げられなくて

はならない。

３－５．まとめ

本稿第３節では、具体的な事例にそって、中国

の環境ガバナンスにおける住民反対運動のパター

ンを、（1）民間個人活動家型、（2）NGO主導型、

（3）社会エリート主導型、（4）民衆群発・暴力衝

突型という4種類に類型化し分析を試みた。この

「まとめ」では、以下の３つの留意点を付け加え

ておきたい。

３－５―（1）．すべての事例で、メディア

（とりわけネット社会）の支援が大きな役

割をはたした。

現在の中国の政治空間においては、「現実空間」

と「バーチャル（ネット）空間」に二分すること

が可能である。たとえ、「雲南省 池護衛者張正

祥の事例」とはいえ、張正祥は自らのホームペー

ジを所有する22。ネット空間は、「原子化」してい

る中国の市民たちが唯一声を交わす「流暢な道具」

ともいえる。したがって、中国の「バーチャル

（ネット）空間」は、「現実空間」よりもむしろ真

実を現しているかもしれない（権威主義的な「現

実空間」のなかでは、人びとの声は低く抑えられ

る）。

ところで、現在の中国の「現実空間」と「バー

チャル（ネット）空間」の間には、微妙な変化

（相互作用）が起きていると考えられる。

まず、最初の第１段階では、現実空間はバーチ

ャル空間を無視したが、次第にその存在に気づき、

抑圧する目的で種々の手段をとった―これが第

２段階である。だが、ネット空間の生命力は予想

以上であり、抑圧に屈するどころかますます成長

をつづけ、自律性をもつようになった。そこで第

３段階がはじまり、政府官僚たちはネット空間を

重視する姿勢を示し、むしろ「友好的」に対処す

るように努力しはじめた。

例えば、2009年２月、雲南省の刑務所で、25歳

の服役者李蕎明が無惨な姿で他の服役者たちに殴

り殺された事件（「いたちごっこ事件」、中国語で

「躱猫猫事件」という）において、雲南省警察当

局は監督責任を逃れるべく、死亡者は「他の服役

者たちと「いたちごっこ」をしていたところ、壁

に頭をぶつけて死亡した」と記者会見の場で説明

した。だが、ネット空間（各種メディアを含む）

では、このずさんな説明に怒りの声があがった。

そして結局、事件の渦中にある雲南省政府宣伝部

門は、市民調査団に対して事件の調査に協力する

ことを約束した。実際には、調査団はその後有効

な調査を実施できたとはいえないが、雲南省政府

はこの事件をきっかけに、政府自ら刑務所警察の

背任の責任を追及し発表したのである。この事件

以降、「躱猫猫」（「いたちごっこ」）は、現実空間

を風刺する言葉として定着し、2009年にはネット

流行語となった23。

中国において、バーチャル空間の政治参加への
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PX事件」の移転をめぐる地方政府の争奪戦もそ

うした状況を示している。しかも「西進」地域で

は、低開発地域として汚染度が依然低いため、

「汚染型投資案件」が認可されやすいのが現状で

ある。

広大な農村地域を抱えている中国では、地方政

府の開発主義にブレーキをかける力を、市民社会

で育てなければならない。将来性から判断すると、

NGO主導型の住民運動が最も期待できるだろう。

そして、より多くの社会エリートのNGOへの参

加もまた不可欠であろう。

３－５―（3）．NGO主導型と社会エリート主

導型住民運動の行方

以上分析したとおり、NGO主導型と社会エリ

ート主導型住民運動が、民間個人活動家型および

民衆群発・暴力衝突型抗争より効果的であること

は明らかであろう。しかし中国のNGO自体は依

然として幼年期にあるため、質と量の両面に問題

を抱えており、普遍化した環境事件を前にして、

（中国のNGOには）理性的で秩序立った反対運動

を組織する余裕がない。

だが一方、エリートたちの役割も限定的といわ

ざるを得ない。アモイPX事件の場合、多くの専

門家たちが先頭に立って当該反対運動を勝利に導

いたが、彼らの行動はあくまでも「触発型」行動

であって、被害者になりそうな立場になってやむ

を得ず反発した、あるいは同僚に頼まれて応援を

行ったのである。したがって、この事件の収束後、

当該エリートたちはまたもとの生活に戻った。ア

モイPX事件のその後の状況について、簡単にふ

れておこう。

注19で述べたとおり、農村地域の 州市東山

県で起きたPXプロジェクト反対運動（集団散歩）

はささやかなもので済んだ。同時に、「勝利した」

アモイの市民やエリートたちもこの事例の「移転」

についてはほとんど口を閉ざしている。かつて熱

烈な討論で溢れたアモイ市民たちのネットフォー

ラムにも、PX事件の言葉が見当たらなくなった。

ある関係者の述懐によれば「遠い存在になった」

という。そうしてみると、アモイPX事件でみた

（ 州市東山県の）地元市民社会の姿とは、実は

それほど求心的なものではなかったのである。中

情熱が空前の規模に達していることは事実であ

り、それは現実空間への巨大な圧力となっている。

現実空間で、市民の活動可能な空間はかなり制限

されているが（したがってNGOの成長が困難で

ある）、しかしその分、ネット空間では（非理性

的な部分を含めて）全面爆発という状況にある。

「ネット民主主義」は、はたして中国を真の民

主主義へ導くのだろうか、それとも無法地帯へ導

くのだろうか。

結論に言及するのは時期尚早だが、いずれにし

ても、中産階級が着実に成長している中国が「市

民社会」の時代を迎えつつあることは疑いない。

それは「改革開放路線」のロジックによって保障

された方向であって、何びとといえども変えられ

ない。そして、こうしたバーチャルな市民社会は、

現実の政治空間に開放を求めているといってよ

い。仮にそれが実現できなければ、バーチャル空

間（市民社会）と現実空間（権威主義）の分断は

避けられないだろう。

３－５―（2）．住民運動のパターンには明瞭

な地域性が認められる

本節で取り上げた「アモイPX事件」と「画水

鎮環境抗争事件」は、それぞれ都市型抗争と農村

型抗争の代表的な事例である。都市型抗争では、

社会エリートが主導役をはたした（したがって、

反対運動は平和的にかつ理性的に収められた）の

に対して、農村型抗争では、群発的・暴力衝突的

な特徴が明らかである。

しかしながら留意すべきことは、本稿でふれた

画水鎮は農村地域の中では「先進地域」にあたり、

収入が多元化した地元農民たちは豊かであって、

生活の質にも高いニーズをもっている。だが、遅

れた農村地域では、環境に対して啓蒙されていな

い人びとが多く、しかも目先の収入に価値をおき

環境を考える余裕をもたない。たとえ意識があっ

たとしても、能力の壁があり、「沈黙の羊」状態

の人びとが多い（先に述べた 池護衛者の事例

のとおりである）。さらに、第11次５カ年計画

（2006年－2010年）では、先進地域がより多くの

「省エネ・汚染削減」責任をもつ（中央政府への

約束目標として）24ため、沿海部汚染企業の「西

進運動」が現実に発生している。前述の「アモイ
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国の市民社会は、全般的にみると、固まろうとい

う求心力（自らの身の回りに重大な事件が起きた

場合、ネットという手段を利用することが特徴で

ある）が存在する一方、瓦解・風化していく傾向

もまた存在する。NGOの未発達によって、市民

たちは基本的に「原子的な状態」にあるといわざ

るを得ない。ただしそれによって、アモイ市民の

「冷淡さ」を責めるのではなく、「構造的な傾向」

を見直す方がはるかに合理的である。

通常、社会エリートのノウハウやエネルギーを

吸収・蓄積する装置がNGOであり、組織される

エリートたちは社会進歩の大きな力になり得る。

しかし、中国の場合、権威主義体制の政府はその

ことを恐れ、つねに政府以外の組織に強い警戒心

をもってのぞんでいる。中国において、NGOの

発展は困難をきわめることが容易に想定できる。

４．おわりに

本稿の冒頭で述べたとおり、本稿は環境ガバナ

ンスと立憲政治の関係に関心を集め、「環境政治

学」の必要性を主張してきた。

高度経済成長、開発主義の横行、都市化に伴う

人口・産業の集中等が環境問題を生み出してい

る。実際、環境問題はふたつの種類に分けられる。

（1）公害・生活の質の問題および（2）生産活動

における資源・エネルギー制約の問題、である。

では、どうすれば解決できるだろうか。

同じく政府主導の開発体制のもとで「追いつ

き・追いこし戦略」を展開した日本の事例を参照

してみると、環境問題の解決は「環境権」の主張

からはじまったことがわかる。すなわち、公害問

題の解決が第１の推進力となったのである（第６

図）。

そして「環境権」の主張が受け容れられること

となった根源は、「立憲体制」に求めることがで

きる。立憲的な意味での「地方自治制度」の存在

である。それによって、国際社会が提起した「環

境権」（正式には、1970年国際社会科学評議会主

第６図　環境ガバナンスにおける日本モデルの憲政的基礎

出所：筆者作成。
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「環境権」の成立が不可欠である。環境汚染の被

害を受けた地域住民の抗議行動に法的根拠を与え

ることによって、企業が負の外部性を内部化する

原動力が生まれるからである。

それでは、中国の制度進化はどのような道筋を

たどっていくのだろうか。

おおまかにいえば、中国の開発モデルは権威主

義体制をとった東アジアモデルに類似する側面が

認められる。体制移行の推進力が内的側面から生

まれることは明らかである。最も重要な内的推進

力としては、「開明的指導者と技術官僚からなる

指導層」および「一定規模の中産階級」の存在で

ある。この２者はともに社会の理性的中核を形成

し、改良主義を成しとげ得る力を蓄積していく。

環境ガバナンスの改善もその延長線上で現れると

いってよい。

先に述べた住民運動のパターンで示したよう

に、中国の環境ガバナンスには少なくとも以下の

いくつかの要素の相互作用が観察される。（1）

「外圧」と「内圧」、（2）「中央」と「地方」25、（3）

「現実空間」と「バーチャル（ネット）空間」の

相互作用等である（第７図）。

第７図のうち、縦の点線で示されているように、

おおむね以下のような理解が可能である。縦の点

線の右側は、開発主義の推進者であり、環境保護

のいわば「保守勢力」とみなすことができる。そ

して縦の点線の左側は、「持続可能な発展」を目

催の国際会議が採択した「東京宣言」により提起

された）に対応する内的な力が生まれたのである。

環境権に対応するため、環境に関する法律が制定

され、企業に対する規制が厳しくなった。同時に、

環境問題は地域的な特性をもつため、現場での素

早い対応が求められる。日本の場合、地方自治制

度の存在によって、先進的地方自治体（および首

長）が続々と誕生し、「住民―地方自治体―国」

への、下から上への環境保護意識の伝導メカニズ

ムができあがった。

2000年、日本で環境立法の大きな前進がみられ

た。それは『循環型社会推進基本法』の実施であ

る。法律の制定によって、（1）ミクロ的には、企

業の「環境ガバナンス」を促し、省エネ・汚染削

減がはかられた。また（2）マクロ的には、従来

の動脈産業（資源の投入から製品完成の段階の産

業）とならんで、環境産業（静脈産業：製品廃棄

から資源を再利用するまでの段階の産業）の発展

を促すこととなった。それによって、「大量生産、

大量消費、大量廃棄」の工業社会モデルから

「3R」（Reduce、Reuse、Recycle）を特徴とする循

環型社会モデルへの転換を完成させることとなっ

たのである（第６図）。

環境ガバナンスにおける日本モデルに照らして

みると、有益な示唆が得られる。

中国の環境問題は、現段階では「資源・エネル

ギー消費型発展モデルからの脱却」に焦点があた

っているが、実のところこの目標の実現には、

第７図　中国の体制移行の力学

出所：筆者作成。
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ざす環境保護の「推進勢力」である。

だが、いうまでもなく、事実はそれほど簡単で

はない。以下その若干を述べてみることとする。

第1に、環境保護部門はさらに「国家環境保護

部」と「地方環境保護部」に分けられる。人事権

と財政権を地方政府に掌握されている各「地方環

境保護部」は、地方政府の開発主義に「加担」せ

ざるを得ない。また、「国家環境保護部」も2008

年３月の行政機構改革のなかで「総局」から「部」

に昇格したばかりの新設の部であり、他の開発担

当の部ほど強くはなく、必然的に高度成長期の中

国では冷遇されがちである。

第２に、中央政府は「和諧社会」26の提案者で

はあるが、工業化を主とする「開発」が、当面依

然として、中国最大の課題である。したがって、

「国家発展與改革委員会」等が代表する開発部が

実権を握っているのはいうまでもない。先に述べ

た「怒江ダムの事例」で明らかなように、中央の

開発担当部は地方政府と同調するケースが多いの

である。

第３に、「内圧」についても、ふたつの側面が

存在する。「市民社会」側からの圧力と「既得権

益者」側からの圧力のふたつである。前者が改革

を促す力とすれば、後者は保守・抵抗勢力であり、

改革を困難にさせる力である。これは（漸進的に

すすむ）中国の体制移行のディレンマのひとつに

違いない。だが、より複雑なのは、状況が違えば

「改革者」はすなわち「被改革者」になるという

ことである。何びとも家に帰れば「市民」になる

が、出勤すればそれぞれ異なる「立場」が生まれ

る。例えば、政府機構と民間機構、国有独占企業

と民間企業、都市住民と農村住民、大都市と中小

都市、フォーマル部門とインフォーマル部門、男

性と女性、党員と非党員等々である。本稿の事例

研究では、「改革者」と「被改革者」が鮮明のよ

うにみえる。だが、「場所」を変えれば誰でも

「既得権益者」になり得る（したがって、改革と

制度進化の阻害要因となり得る）。改革を声高に

叫ぶ中国の民衆が、まず「自己改革」の意識を強

めなければ、成功は不可能である。逆に、誰でも

「自己改革」に挑みはじめれば、そこから成功の

兆しがみえてくるに違いない。

第４は、「外圧」についてである。中国の制度

変革における「外圧」の役割はたしかに大きい。

1978年の中国の変化は、「改革開放」戦略といわ

れたが、われわれの見方では、「開放改革」戦略

という方が適切である。中国の変革は、閉鎖的シ

ステムの打破からはじまった。改革の推進力は

「開放体制」にほかならない。この外来の力（外

圧）は中国自らが求めたもの（ 小平の戦略に

盛り込まれた）であり、現在のところ既存体制と

の間に一部抵触が認められるとしても、将来的に

は融合していくに違いない。中国30年間（1978

年－2009年）の改革の実績は、外部の世界と切っ

ても切れない関係にあるのは明らかであり、中国

の人びとはこの点を明確に理解すべきである。し

かし、とりわけ中国のような大規模な国の発展は、

自国の文化、自国の歴史との深刻な葛藤が不可避

である。したがって、中国の開放体制の進展と並

行して「民族主義」（「経済的民族主義」という言

葉も存在する）の台頭が認められる。例えば、

『中国可以説不』（NOといえる中国）や、『中国不

高興』（中国アンハッピー）のような極端な民族

主義を主張する書物27が誕生している。1978年以

降の中国の発展のロジックを正しく理解せず、暴

走している中国の当面の民族主義思潮は危険性を

秘めているといわざるを得ない。

そして、「外圧」側に対しても次の諸点の留意

を促す必要がある。

よりよい効果をあげるには、ふたつの点が重要

である。（1）ひとつは、中国を批判するのは当然

自由だが、嫌悪感から発する批判は慎むべきだと

いうことである。嫌悪感に発する批判は、感情論

に終わり、批判の力（理性の力）を喪失する。そ

して、批判される側（中国人）の民族的感情を傷

つけ、対立感情を煽るだけに終わる。建設的では

ない。（2）もうひとつは、圧力をかける場合、

「適所」（ツボ）にあてることが重要だということ

である。中国は漸進的改革の過程にあるため、体

制的不備や理念の不備がそこここに存在してい

る。やむを得ないことである。したがって、理想

論で抽象的な「主義」や「体制」批判に終始する

ことは無意味である。そうではなくて、中国が段

階的に遭遇する「政策的課題」に実務的な提案を

もって参画すれば、中国を「よりはやくよりよい

方向へ」導く結果が得られるだろう。

そして第５は、権威主義体制のディレンマの存

在である。中国は現在のところ依然として「権威
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存在しており、しかも複雑に関わり合っている。

今後、「中国開発モデル」の進展に伴って引き起

こされる、それらの諸力学的変化を引きつづき見

守る必要があるだろう。そのなかでも、とりわけ

「積極的公民」（先に述べた「中産階級」と「技術

官僚」は、「積極的公民」の範疇に属する）の役

割の喚起が重要であり、中国におけるNGOの成

長はその標石となるものである。

（＊） 本稿に関する研究を行うにあたって、「上

海哲学社会科学企画プロジェクト」（課題番号：

2007BJL002））、「中国教育部人文社会科学企画プ

ロジェクト」（課題番号：08JA790021）、「中国教

育部哲学社会科学研究重点プロジェクト」（課題

番号：07JZD0008）、および科学研究費補助金

（課題番号：20530242）の助成をいただいた。上

記諸事業に対して、この場をお借りして、厚くお

礼を申し上げたい。

陳　　雲：復旦大学国際関係與公共事務学院・副

教授

森田　憲：広島大学大学院社会科学研究科・教授

注

１ 東アジアモデルの特徴については、陳雲（2005a）、

陳雲（2005b）、陳雲・森田憲（2009b）等参照。
２ 孫文の設計によると、中国の政治改革は、「軍政」、

「訓政」、「憲政」という３つのステップを踏むこと

になる。したがって、1980年代末までの台湾は「前

憲政時代」とよぶことができる。それぞれ「軍政」

（蒋介石執政の時代）と「訓政」（蒋経国執政の時代）

を経験したのち、1990年代以降、台湾ははじめて

「憲政」に入ったといえる。
２ 1923年１月29日、孫文は上海『申報』において、

「中国革命史」という文章を寄せており、そのなか

で次のように書いている。「私が考える革命の方略

として、革命の三段階が存在する。すなわち、第一

段階は軍政の時期、第二段階は訓政の時期、第三段

階は憲政の時期である」。そして1924年４月、孫文

は「軍政、訓政、憲政」三段階説を正式に「建国大

綱」（全文25条）に盛り込んだ。孫文の治国思想を

反映する「建国大綱」のなかで、三民主義、五権憲

法、「軍政、訓政、憲政」三段階説が主要な内容を

主義体制」の段階（党国体制、孫文のいわゆる

「訓政」の時期にあたる）にある。権威主義体制は、

表面的には上へ行くほど権威が高くなるが、上下

関係は「命令－服従の関係」である。しかし現在、

中国には「政令は中南海（中央指導部の所在地）

から出ない」という表現が使われる。地方ではさ

まざまな「和諧とはいえないこと」（例えば環境問

題）が噴出し、中央政府を悩ませている。

なぜだろうか。

権威主義体制のもとでは、地方官僚の任命権限

も監督責任も上層部（最終的には中央党指導部）

にあるが、この「上から下への監督のコスト」は

莫大なものであり、しかも厄介なことに、いくら

監督のコストを支払っても結果は芳しくない（腐

敗問題の多発・深刻化、環境を含む民生問題の悪

化等が解消されない）。地方政府と中央政府との

間に、「表の服従と裏の背反」というドラマが繰

り広がられている。すなわち、理論的には最高権

威を保有する中央政府も、地方政府の暴走に対し

て、実際には「お手上げ」状態なのである。

解決の方法は、結局のところ、「憲政」に戻る

しかない（孫文のいわゆる第３段階である）。実

際、中国のこれまでの30年間が「譲利與民」（国

有企業の解体と民間企業の興隆）というのなら、

これからの30年間は「還権與民」（国民に直接選

挙権を返還する）に違いない。そしてわれわれの

考えでは、中国の憲政は「地方自治制度」の導入

からはじまるべきものである。台湾の経験からも

明らかなように、「地方自治は民主主義の小学校」

である。小学校であるがゆえに誰でも手軽に「入

る」（参加する）ことができる。事実、国民は自

らの身の回りの政策課題には参加する意欲もあ

り、また能力も備えている。地方自治の領域で鍛

えられる国民はやがては現代国家に相応しい「公

民」へ変身していくだろう。同時にまた、国民に

政治参加権を返還することによって、地方政府の

首長と議員に対する監督コストを極小化すること

ができる。すなわち、「憲政」が効率の観点から

実行し得るものであると同時に、現体制のもとで

の難問を解決するうえでの特効薬となり得るので

ある。権威主義体制に関わるディレンマは、いず

れは制度の進化を促す結果となるはずである。

以上述べてきたように、環境ガバナンスにおけ

る中国の各主体間には、いずれも「緊張関係」が
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構成している。
３ 環境クズネッツ曲線（Environmental Kuznets Curve,

EKC）とは、経済発展と環境の質的変化との関係を

あらわす。一般的にいえば、環境クズネッツ曲線の

意味は以下のとおりである。すなわち、経済発展の

初期段階では、経済発展と所得増加は環境汚染の悪

化を伴うが、経済の発展と所得水準がある転換点を

こえると、経済発展と所得水準の上昇は環境の質の

改善を伴うようになる。
２ GrossmanとKruegerは、1991年に行った、北米自由

貿易協定（NAFTA）の環境に対する影響の研究にお

いて、経済学のクズネッツ曲線に類似する傾向を見

い出した。そして彼らは、所得水準の増加と環境の

質的改善の間には逆Ｕ字型の関係が存在すると主張

したのである（Grossman and Krueger（1991） ,

Grossman（1995）, Grossman and Krueger（1995）等

参考）。その後、Shafik and Bandyopadhyay（1992）

は環境クズネッツ曲線に関する各国の実証研究を行

っている。
２ 世界銀行によるWorld Development Report（1992）

刊行ののち、世界各国において環境クズネッツ曲線

に対する関心が高まり、積極的に研究が行われるよ

うになった。
４ 環境ガバナンスにおける「日本モデル」について、

詳しくは陳雲（2004）、陳雲（2007a）、陳雲（2007b）

等参照。
５ 植田和弘（1993）、葉俊栄（1993）、植田和弘・陳禮

俊（2003）、Hakogi M., Chen Jong-Rong and R. Hakogi

（2008）等参照。
６ Park Myong-Hyun（2009）等参照。
７ 中国開発モデルについては、陳雲（2006）、陳雲

（2008a）、陳雲（2008b）Chen, Yun （2009）、陳雲・

森田憲（2009a）、陳雲・森田憲（2009b）等参照。
８ 中国における政府主導型環境ガバナンスの現状と課

題については、陳雲（2008b）参照。
９ Rousseau（1982）（中国語訳）．
10 「協商式民主」は、この数10年、欧米諸国で主とし

て福祉、環境、コミュニティ政策の分野で実践され

ている。具体的方式としては、例えば市民会議

（citizen conferences）、協商式世論調査（deliberative

polls）、コンセンサス会談（consensus conferences）、

公聴会（public hearings）、市民フォーラム（citizen

forums）、調停（mediation）、創設権と国民投票制度

（citizen initiative and referendum）、市民パネル

（citizen panels）および市民評議団（citizen's juries）

があげられる。
11 白井均・城野敬子・白井恭子（2000）、白井均・城

野敬子・白井恭子・永田祐一（2002）、白井均・古

橋智保・城野敬子・白井恭子・高畑和弥（2003）等

参照。筆者のうちのひとり（陳雲）は上記2000年お

よび2002年出版の２冊の本をまとめて中国語に訳し

たことがある（陳雲・蒋昌建訳（2003））。

12 具体的な例をあげてみよう。大原・洛陽道路は山西

省の石炭を河南省へ送る輸送の要所である。河南省

沁陽市王荘鎮の盆窯村が、この道路で「道路使用料

徴収所」を設置し、料金徴収を行った（これは村の

独自の行動で、合法とはいえない）。しかし村の党

書記が公表した金額は村民たちが計算した金額と大

きくかけ離れていたため、「上訪」する村民が多数

現れた。そして2008年、村の党書記に対する汚職検

挙資料を無断で配布したとして、王荘鎮の８名の農

民が逮捕・公訴され、誹謗罪に問われた。一審は有

罪だった。二審では差し戻し判決だった。だが、差

し戻されたもとの裁判所は再度有罪判決を下し、し

かもそのなかの６人の刑がさらに重くなったのであ

る。被告たちは再度上訴した。二審の裁判所は再度

差し戻しの判決を下した。その後、河南省共産党委

員会の監察チームの介入があり、事件の流れが突如

変わった。司法機関は、事実・証拠に変更があった

という理由で、起訴を撤回したのである。上記８人

は受動的に「保釈」された。この間８名の農民はそ

れぞれ200日から500日あまり身柄を拘束されてお

り、2009年10月、農民たちのもとに国家賠償に関す

る通知書が届いた。正式な「賠償判決書」が提示さ

れないまま、「国家賠償」を受け入れるように求め

られたのである。この件に関して、「公訴された」、

「保釈された」、「国家から賠償された」という一連

の不可解な事実（当事者の公民たちはいずれも「受

動的」である）は世論の関心をよんだ。だが、それ

以外にわれわれは、この事例に現れた「河南省共産

党委員会監察チーム」の役割（司法案件への「決定

的介入」）にもまた注目すべきものと考える。（当該

事例については、『中国青年報』2009年11月30日付

報道等により整理を行った）。
13 最初の「国務院信訪条例」は1995年10月28日に発布

された。そして2005年５月１日から、修訂後の「国

務院信訪条例」に切り替えられた。
14 葉俊栄（1993）、133-168頁。
15 本節における霍岱珊の事例等については、相川

（2008）を併せ参照。
16 環境NGOの活動については、Economy（2004）を併

せ参照。
17 中華環境保護連合会、『2008年中国環保民間組織発

展状況報告』（2008年10月30日）参照。
18 なお、2007年のアモイPX事件よりやや以前に発生し

た「円明園湖底ビニールシート事件」（2005年３

月－４月）も、アモイPX事件ほどではないにせよ、

エリート主導型という側面をもっている。当該事例

は次のとおりである。2005年３月、円明園管理部門

は営業目的（遊覧船を走らせる）のための補強工事

を行った。具体的には、水の浸透を防止するために、

湖底にビニールシートを敷く工事を行ったのであ

る。この工事が、円明園見学に訪れた蘭州大学生命

科学院張正春教授、北京地球環境科学普及センター
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留意すべき点はおおむね次のとおりであろう。（1）

第１に、（４カ月ほどで）はやく認可が得られた理

由は、農業地域である 州市古雷半島の環境負荷が

まだ低い水準にあるためだといわれている。そして、

（2）第２に、収用された土地は当該村の一部であり、

隣り合わせの地域の農民たちはPXおよびPTAの工場

と向かい合った生活が強いられる（最短距離は200-

300メートルにすぎない）。だが、当該地方の官僚た

ちは環境に対する配慮を行っていない。彼らにとっ

ての認可の理由は、「アセスメントはきちんと行わ

れた」ということである。具体的には、環境保護に

用いられる投資額は、アモイ市のプロジェクトの際

の５％-７％から現在の８％に引き上げられている。
20 「浙江モデル」について、詳しくは、陳雲・森田憲

（2005）、Chen, Yun. and K. Morita（2006）、陳雲・森

田憲（2009d）等参照。
21 義烏には、世界最大規模の日用雑貨の卸売市場が存

在する。5.8万の販売店舗をもち、2.5万の企業が入

っている。「浙江モデル」の「加工・貿易一体化」

の特色をよく示す市場である。全世界から毎日訪れ

る商人たちに、42万種類にのぼるといわれる商品を、

最低価格水準で供給し、年間取引金額は400億元余

りに達する。
22 張正祥のホームページは、http://www.zzxhb.comであ

る。
23 2009年には、「躱猫猫」のほかに、同種のネット流

行語として、「買醤油」、「腕立て伏せ」、「欺実馬」

（70キロの擬音）等、多数現れている。すべて現実

に起きた事件を背景に抽象化された風刺の言葉であ

る。
24 陳雲（2009）、陳雲・森田憲（2009d）等参照。
25 中国開発モデルにおける「外圧と内圧」の相互作用

については、陳雲・森田憲（2009b）参照。また、

中国の中央地方関係をより詳しく理解するには、

Chen, Yun（2008）、陳雲・森田憲（2009c）参照。
26 「和諧社会」という言葉は、2004年９月に行われた

共産党第16次４回全体会議で最初に提出されたもの

であり、その後中国で最も流行するスローガンとな

った。
27 宋強・張蔵蔵（実名張小波）・喬辺・古清生等

（1996）、宋暁軍・王小東・黄紀蘇・宋強（2009）等

参照。
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